
手話通訳者及び要約筆記者の派遣申請の流れ

①申請書を記入する

「長久手市手話通訳者等派遣申請書兼依頼書（様式第３－１号）」の
太枠の中を書いてください（記入例参照）。

②申請書と障害者手帳（写し）を市役所へ提出する
※原則、希望する日の７日前（土日祝日を除く。）までに

「長久手市手話通訳者等派遣申請書兼依頼書（様式第３－１号）」と身体障害者手
帳の写しを市役所福祉課へ提出してください。ＦＡＸや郵送でも受け付けています。

直接提出する FAX する 郵送する

長久手市福祉部福祉課
障がい福祉係

〒480 ｰ 1196
長久手市岩作城の内 60 番地 1
TEL：0561－56－0614
FAX：0561 ｰ 63－2940
E-mail：fukushi@nagakute.aichi.jp

●いずれかの方法で提出

参考資料
等

あれば
障がい等級・障がい内
容・住所・氏名が確認
できるもの

●提出するもの

申請書 コピー



③決定通知が届く ※申請から約１～２週間後

「長久手市手話通訳者等派遣申請書兼依頼書（様式第３－１号）」の下の欄に、
手話通訳者・要約筆記者の名前が書かれて返ってきます。

④当日 手話通訳者・要約筆記者と合流する


